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【１】 下の図を見て、次の問いに答えよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 図は何という裁判のあらましを示していいますか。漢字 4 字で

答えなさい。 ( ) 

 

② 図中の(  )A～C に当てはまる語句を、次のア～カの中から選

び、その記号を書きなさい。 

A( )  B( )  C( ) 

 

 ア 審理 イ 被告人 ウ 被告 

 エ 検察官 オ 公判 カ 原告 

 

③ 図のような裁判で裁かれることがらとして当てはまらないものを、

次のア～エの中から選び、その記号を書きなさい。 

  （ ） 

ア A さんは、お金を返してくれない B さんをうったえた。 

イ C さんは、飲酒運転で事故を起こしたとしてうったえられた。 

ウ D さんは、夫の暴力にたえかねて、離婚の訴えを起こした。 

エ E さんは、父の遺産をめぐって弟と争い、裁判を起こした。 

 

(3) 行政機関の処分が違法であると考えられる場合に、その行政

機関を相手に国民がうったえる訴訟を何といいますか。漢字 4

字で答えなさい。 （ ） 

 

(4) わが国の裁判について、正しく述べたものを次から選んで、記

号で答えなさい。 ( ) 

 

ア 裁判を公正に行うため、裁判官はつねに多くの人の意見を

聞き、それに従う必要があります。 

イ 裁判官は憲法と法律に従い、良心に基づいて裁判を行うよ

う、憲法で定められています。 

ウ 裁判官は内閣から任命されるので、内閣の意見を聞くことが

必要です。 

エ 裁判は、被告人の人権を守るため、つねに公開しないことを

原則としています。 

 

(5) 被告人の人権について、誤って述べたものを次から選んで、

記号で答えなさい。 ( ) 

 

ア 誰でも弁護人を依頼することができる権利をもっています。 

イ 本人の自白だけがただひとつの証拠である場合には有罪に

はされません。 

ウ 被告人は、たとえ自分に不利益になる質問でも答えなくては

いけない義務があります。 

エ 検察官や警察官は、取り調べるとき、拷問や脅迫をしてはい

けないことになっています。 

 

【２】 次の問いに答えなさい。 

(1) 次の文を読んで、あとの問いに答えなさい。 

 

公正な裁判が行われるために、裁判所は国会や内閣など

の機関から独立している。裁判にあたる裁判官は、だれのさ

しずも受けず、( A )に従い、独立してその職務に当たらなけ

ればならない。また裁判官は、国会が設けた( B )裁判と、心

身の故障めために仕事ができないと裁判所自身によって決

定された場合以外には、罷免されない。 

 

① (  )A・B に当てはまる語句を、次のア～エの中から選び、そ

の記号を書きなさい。 (A B ) 

 

 ア 良心 イ 審判 ウ 中立 エ 弾劾 

 

② この文は、何について述べたものか。次のア～エの中から選

び、その記号を書きなさい。 （ ） 

 

 ア 裁判の公正 イ 司法権の独立 

 ウ 司法の原則 エ 裁判権の保障 

 

(2) 最高裁判所の長官の指名と任命について述べた文として正し

いものを、次のア～エの中から選び、その記号を書きなさい。 

  （ ） 

ア 国会の指名にもとづいて、天皇が任命する。 

イ 内閣の指名にもとづいて、天皇が任命する。 

ウ 国会の指名にもとづいて、内閣総理大臣が任命する。 

エ 内閣の指名にもとづいて、内閣総理大臣が任命する。 

 

(3) 下の資料について述べた文として正しいものを、次のア～エの

中から選び、その記号を書きなさい。 （ ） 
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ア 最高裁判所の裁判官は、任命後はじめて行われる衆議院議

員選挙のとき、適任かどうかが住民投票によって審査される。 

 

イ 最高裁判所の裁判官は、任命後はじめて行われる参議院議

員選挙のとき、適任かどうかが国民投票によって審査される。 

 

ウ 最高裁判所の裁判官は、任命後はじめて行われる衆議院議

員選挙のとき、適任かどうかが国民投票によって審査される。 

 

(4) (3)の制度を何といいますか。次のア～エの中から選び、その

記号を書きなさい。 （ ） 

 

ア 適正審査  イ 司法審査  ウ 国民審査  エ 住民審査 

 

(5) 法律や命令が憲法に違反していないかどうかを決定する裁判

所の権限を何といいますか。 （ ） 

 

(6) （5)の最終的な決定権をもっているため、「憲法の番人」とよば

れているのは、どこですか。 （ ） 

訴えた人 

（A） 

訴え 

利害関係 

の対立 

裁判所 

（C） 

訴えられた人

（B） 

判決 和解 
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【１】 下の図を見て、次の問いに答えよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 図は何という裁判のあらましを示していいますか。漢字 4 字で

答えなさい。 ( 民事裁判 ) 

 

② 図中の(  )A～C に当てはまる語句を、次のア～カの中から選

び、その記号を書きなさい。 

A( カ )  B( ウ )  C( ア ) 

 

 ア 審理 イ 被告人 ウ 被告 

 エ 検察官 オ 公判 カ 原告 

 

③ 図のような裁判で裁かれることがらとして当てはまらないものを、

次のア～エの中から選び、その記号を書きなさい。 

  （ イ ） 

ア A さんは、お金を返してくれない B さんをうったえた。 

イ C さんは、飲酒運転で事故を起こしたとしてうったえられた。 

ウ D さんは、夫の暴力にたえかねて、離婚の訴えを起こした。 

エ E さんは、父の遺産をめぐって弟と争い、裁判を起こした。 

 

(3) 行政機関の処分が違法であると考えられる場合に、その行政

機関を相手に国民がうったえる訴訟を何といいますか。漢字 4

字で答えなさい。 （ 行政裁判 ） 

 

(4) わが国の裁判について、正しく述べたものを次から選んで、記

号で答えなさい。 ( イ ) 

 

ア 裁判を公正に行うため、裁判官はつねに多くの人の意見を

聞き、それに従う必要があります。 

イ 裁判官は憲法と法律に従い、良心に基づいて裁判を行うよ

う、憲法で定められています。 

ウ 裁判官は内閣から任命されるので、内閣の意見を聞くことが

必要です。 

エ 裁判は、被告人の人権を守るため、つねに公開しないことを

原則としています。 

 

(5) 被告人の人権について、誤って述べたものを次から選んで、

記号で答えなさい。 ( ウ ) 

 

ア 誰でも弁護人を依頼することができる権利をもっています。 

イ 本人の自白だけがただひとつの証拠である場合には有罪に

はされません。 

ウ 被告人は、たとえ自分に不利益になる質問でも答えなくては

いけない義務があります。 

エ 検察官や警察官は、取り調べるとき、拷問や脅迫をしてはい

けないことになっています。 

 

【２】 次の問いに答えなさい。 

(1) 次の文を読んで、あとの問いに答えなさい。 

 

公正な裁判が行われるために、裁判所は国会や内閣など

の機関から独立している。裁判にあたる裁判官は、だれのさ

しずも受けず、( A )に従い、独立してその職務に当たらなけ

ればならない。また裁判官は、国会が設けた( B )裁判と、心

身の故障めために仕事ができないと裁判所自身によって決

定された場合以外には、罷免されない。 

 

① (  )A・B に当てはまる語句を、次のア～エの中から選び、そ

の記号を書きなさい。 (A ア B エ ) 

 ア 良心 イ 審判 ウ 中立 エ 弾劾 

 

② この文は、何について述べたものか。次のア～エの中から選

び、その記号を書きなさい。 （ イ ） 

 

 ア 裁判の公正 イ 司法権の独立 

 ウ 司法の原則 エ 裁判権の保障 

 

(2) 最高裁判所の長官の指名と任命について述べた文として正し

いものを、次のア～エの中から選び、その記号を書きなさい。 

  （ イ ） 

ア 国会の指名にもとづいて、天皇が任命する。 

イ 内閣の指名にもとづいて、天皇が任命する。 

ウ 国会の指名にもとづいて、内閣総理大臣が任命する。 

エ 内閣の指名にもとづいて、内閣総理大臣が任命する。 

 

(3) 下の資料について述べた文として正しいものを、次のア～エの

中から選び、その記号を書きなさい。 （ ウ ） 
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ア 最高裁判所の裁判官は、任命後はじめて行われる衆議院議

員選挙のとき、適任かどうかが住民投票によって審査される。 

 

イ 最高裁判所の裁判官は、任命後はじめて行われる参議院議

員選挙のとき、適任かどうかが国民投票によって審査される。 

 

ウ 最高裁判所の裁判官は、任命後はじめて行われる衆議院議

員選挙のとき、適任かどうかが国民投票によって審査される。 

 

(4) (3)の制度を何といいますか。次のア～エの中から選び、その

記号を書きなさい。 （ ウ ） 

 

ア 適正審査  イ 司法審査  ウ 国民審査  エ 住民審査 

 

(5) 法律や命令が憲法に違反していないかどうかを決定する裁判

所の権限を何といいますか。 （ 違憲立法審査権 ） 

 

(6) （5)の最終的な決定権をもっているため、「憲法の番人」とよば

れているのは、どこですか。 （ 最高裁判所 ） 

訴えた人 

（A） 

訴え 

利害関係 

の対立 

裁判所 

（C） 

訴えられた人

（B） 

判決 和解 
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